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1．全国雪対策連絡協議会
全国雪対策連絡協議会は、203の雪センター市町村会
員からなる組織で、各道県には13の雪対策協議会があ
ります。日頃から、会員相互の情報交換・意見交換を行
い、情報を共有し、連携・協力して雪対策に取組んでお
ります。また各市町村から出された意見や要望は、事務
局である雪センターが全体を集約して必要な調整を行
い、会員の総意として協議会の要望書案を作成しており
ます。
定期総会は毎年7月に開催し、来賓からの情報提供、
必要事項の決定後、要望書が会員の総意として決議され
ます。総会終了後、総会参加者全員がこの要望書を携え
て国土交通省等の関係機関に要望活動を行っています。
また、秋にも要望活動を行っております。こうした活動
の成果が予算措置や新たな施策・制度の創設となって現
れています。

2．令和2年度定期総会
令和元年度の第24回定期総会は、新型コロナウィル
スの影響により、書面での総会となりました。

（1）報告事項
令和元年度の事業報告と収支決算
13の各道県の協議会に対して、情報提供を行うとと
もに、支援金を配布して、その活動を支援致しました。
また会員の意見・要望等を集約して要望書を作成し、全
国雪対策協議会として、国の関係機関に夏の総会後と秋
に要望活動を行いました。

（2）�決議事項
①平成2年度事業計画、収支予算
平成2年度事業計画については、別添資料の通り。
②顧問の変更
全国雪対策連絡協議会の活動を行うに当たって、関係
者に顧問を御願いしておりますが、人事異動によって変
わられた方がおられますので、以下の方々に顧問を御願
いする事になります。

顧問一覧
国土交通省　技術調査課長� 森戸　義貴
国土交通省総合政策局
公共事業企画調整課事業総括調整官� 木村　康博
国土交通省東北地方整備局企画部長� 角湯　克典
国土交通省関東地方整備局企画部長� 岩﨑　福久
国土交通省北陸地方整備局企画部長� 中野　穣治
国土交通省中部地方整備局企画部長� 林　　正道
国土交通省近畿地方整備局企画部長� 池口　正晃
国土交通省北海道開発局
　建設部道路維持課長� 遠藤　　平
北海道　建設部長� 小林　敏克
青森県　県土整備部長� 下村　　誠
新潟県　土木部長� 金子　法泰
岐阜県　県土整備部長� 船坂　徳彦
東日本高速道路株式会社
　管理事業本部�本部付部長� 佐久間　仁

③要望書
要望書につきましては、各道県の雪対策協議会を通じ
て、昨年秋の要望書（令和元年11月11日）を基に御意
見を伺って要望書案を作成し、書面総会で決議を頂きま
したが、別紙の通りです。

全国雪対策連絡協議会の活動報告

全国雪対策協議会役員一覧
会　長　青森県青森市長� 小野寺晃彦
副会長　北海道倶知安町長� 文字　一志
副会長　新潟県長岡市長� 磯田　達伸
副会長　岐阜県高山市長� 國島　芳明
理　事　北海道滝川市長� 前田　康吉
理　事　岩手県盛岡市長� 谷藤　裕明
理　事　秋田県秋田市長� 穂積　　志
理　事　福島県会津若松市長� 室井　照平
理　事　富山県小矢部市長� 桜井　森夫
理　事　石川県金沢市長� 山野　之義
理　事　福井県大野市長� 石山　志保
監　事　山形県新庄市長� 山尾　順紀
監　事　長野県飯山市長� 足立　正則
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令和2年度事業計画

令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）に予定している全国雪対策連絡協議会の主要な事業計画は、次
のとおり。

1．全国雪対策連絡協議会の活動
（1）総合的な雪対策の推進を目的とした諸活動
全国雪対策連絡協議会の会員に、適宜必要な情報提供を行うとともに、日頃から会員相互の情報交換・意見交換の機会
や場の設定に努め、各協議会を通じて会員の意見・要望を集約する。
また相互の密接な連絡調整を行い、会員の総力を結集した連携・協力体制を強化して総合的な雪対策の推進を目的とし
た活動を行っていく。

（2）総会の開催
全会員の参加する年一回の定期総会は、会員の意見・要望表明を通じて、総合的な雪対策を推進するための重要な場で
あることを会員に認識してもらい、多くの参加を呼掛けているが、本年度においては新型コロナウィルスの問題から、書
面による総会とせざるを得なくなった。このため、報告事項、決議事項についての資料を送付し、それに対して各代議員
から回答を頂く事とした。
要望書案の作成については、例年と同じように、あらかじめ各協議会からの意見・要望を集約し、これを基に要望書案
を作成し、総会の決議事項として書面によって決議する事になる。

（3）令和3年度予算編成に係る雪対策促進要望活動
例年は、全国雪対策連絡協議会定期総会で決議された要望書をもとに、総会参加者により、関係省庁に対しての要望活
動を行っているが、上記のような事情である事を御理解頂き、書面で決議された要望書を、事務局が関係省庁に提出する
事とする。
秋にも、協議会会員の意見要望を取りまとめ、作成した要望書をもって要望活動を実施する事となっているが、その時
の状況によって対応する事とする。

（4）豪雪に対する緊急要望活動等の実施
降雪状況に応じて、記録的な豪雪等の緊急な事態が発生した場合には、適宜関係機関に対して緊急要望活動を行う。

2．各道県の雪対策協議会の活動と支援
道県単位で組織されている雪対策協議会（計13）に対しては、適宜情報提供するとともに、協議会会員相互の情報・
意見の交換を推進し、協力体制の強化を図る。
協議会の活動に対しては、支援金を配布してその活動を支援しているが、昨年度より、協議会活動がより活発に多角的
に有効に行われるよう、以下の様に支援対象項目を拡大して3つとしており、一層の活用を図る。
A-1� 組織の運営のための支援金
A-2� 協議会の個別的活動に対する支援金
B� 地方自治体が関係機関との連携・協力体制を強化するために行う活動に対する支援金
A-1については従来からあるものであるが、A-2は平成30年度から始めたものであり、各協議会の自主的な活動を積極
的に支援していく。
Bは、令和元年度から始めたものであり、協議会の会員である市町村と道県政令市が、国等の関係機関との連携・協力
を強化するために行う活動が積極的に行われるように努め支援していく。

3．雪関係行事に対する後援
国土交通省及び都道府県の行う「雪崩防災週間」等雪に関する様々な行事が毎年行われておりそれらに対して全国及び
各道県の協議会への後援依頼がなされており、その趣旨を理解した上で積極的に対応していく。


